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５
月
31
日
（
月
）
ま
で
に
納

税
を
　
軽
自
動
車
税
・
自
動

車
税
（
種
別
割
）

1010658　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
と
自

動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
金
融
機

関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で
納
付

で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
払
い
忘
れ
が
な
い
口
座

振
替
が
便
利
で
す
。

　
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
人

は
、
減
免
の
対
象
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
期
限
内
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

農
薬
適
正
使
用
を
確
認

し
ま
し
ょ
う

減
免
申
請
期
限

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
　
５
月

24

日
（
月
）

自
動
車
税
（
種
別
割
）
　
５
月
31

日
（
月
）

※
期
限
を
過
ぎ
る
と
減
免
は
受
け

ら
れ
ま
せ
ん

問
合
せ

軽
自
動
車
税
　
課
税
課
市
民
税
係

☎
内
線
３
０
１
３

自
動
車
税
　
利
根
沼
田
行
政
県
税

事
務
所
☎
２
２
・
４
３
３
６
、
群

馬
県
自
動
車
税
事
務
所
☎
０
２
７
・

２
６
３
・
４
３
４
３

問合せ　総務課文書法制係☎４０１４

区分 開示 訂正

決定 開示 部分開示 非開示 不存在 訂正 部分訂正 非訂正

件数 ７ ０ ０ １ ０ ０ ０

区分 利用停止 取り下げ

決定 利用停止 部分利用停止 非利用停止 請求 取り下げ

件数 ０ ０ ０ ０

■開示等請求件数および決定状況

■審査請求件数および処理状況

審査請求件数 却下
認容

棄却 取り下げ 審査中
全部 一部

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

■公開請求件数および決定状況

■行政情報の公開の方法

■審査請求件数および処理状況

請求件数 公開決定
非公開等の決定

請求取り下げ
一部非公開 非公開 拒否

14 10 ０ ０ ４ ０

区分 閲覧のみ 視聴のみ 写しの交付のみ 写しの交付と視聴 合計

公開 ０ ０ 10 ０ 10

一部非公開 0 ０ ０ ０ ０

審査請求件数 却下
認容

棄却 取り下げ 審理中
全部 一部

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

「
労
働
保
険
の
年
度
更
新
」

　
労
働
保
険
（
労
災
保
険
お
よ
び

雇
用
保
険
）
の
年
度
更
新
手
続
き

に
必
要
な
申
告
関
係
書
類
は
、
厚

生
労
働
省
か
ら
申
告
手
続
き
期
間

に
間
に
合
う
よ
う
各
事
業
主
へ
送

付
さ
れ
ま
す
の
で
、
期
日
ま
で
に

申
告
・
納
付
手
続
を
完
了
し
て
く

だ
さ
い
。

　
手
続
き
が
遅
れ
ま
す
と
、
政
府

が
労
働
保
険
料
・
一
般
拠
出
金
の

額
を
決
定
し
、
さ
ら
に
追
徴
金
（
労

働
保
険
料
・
一
般
拠
出
金
の
10

％
）

を
課
す
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
ご

留
意
く
だ
さ
い
。

申
告
・
納
付
期
間
　
６
月
１
日

（
火
）
～
７
月
12

日
（
月
）

問
合
せ
　
群
馬
労
働
局
総
務
部
労

働
保
険
徴
収
室
☎
０
２
７
・
８
９

６
・
４
７
３
４

中
退
共
制
度
（
中
小
企
業

退
職
金
共
済
制
度
）

■個人情報取扱事務登録件数　781件（令和３年３月31日現在）

※掲載の情報は、新型コロナウイルス感染症の状況で変更になる場合があります

　
中
退
共
制
度
（
中
小
企
業
退
職

金
共
済
制
度
）
に
加
入
し
て
従
業

員
の
退
職
金
を
準
備
し
ま
し
ょ
う
。

中
退
共
制
度
の
特
色

▽
国
の
制
度
な
の
で
安
全
・
確
実
・   

有
利
で
す

▽
掛
け
金
の
一
部
を
国
が
助
成
し

ま
す

▽
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
人
も
加
入

で
き
ま
す

▽
掛
け
金
は
税
法
上
、
全
額
非
課   

税
に
な
り
ま
す

▽
過
去
の
勤
務
期
間
や
企
業
間
を

転
職
し
た
場
合
に
、
通
算
が
で
き

ま
す

▽
掛
け
金
は
預
金
口
座
か
ら
自
動

引
き
落
と
し
に
な
り
、
退
職
金
は

退
職
者
に
直
接
支
払
わ
れ
る
の
で
、

管
理
が
簡
単
で
す

問
合
せ
　
中
小
企
業
退
職
金
共
済

事
業
本
郡
☎
０
３
・
６
９
０
７
・
１

２
３
４

農
薬
適
正
使
用
の
基
本
事
項

■
使
用
基
準
を
順
守
す
る
こ
と

■
消
費
者
の
信
頼
確
保
の
た
め
取

り
組
む
べ
き
こ
と

▽
農
薬
を
使
用
し
た
日
や
場
所
、

作
物
、
農
薬
の
種
類
や
量
を
記
帳

す
る

▽
有
効
期
限
切
れ
農
薬
を
使
用
し

な
い

▽
農
薬
が
飛
散
し
な
い
よ
う
に
す
る

▽
水
田
で
使
用
す
る
農
薬
の
止
水

期
間
は
１
週
間
程
度
と
る
よ
う
に

す
る

▽
土
壌
く
ん
蒸
剤
の
被
覆
期
間
を

守
り
揮
散
防
止
（
ガ
ス
漏
れ
防
止
）

に
努
め
る

■
県
指
定
農
薬
の
適
正
な
取
り
扱
い

　
県
で
は
、
人
畜
、
蚕
、
魚
介
類

な
ど
に
強
い
毒
性
を
有
す
る
農
薬

を
指
定
農
薬
と
し
て
販
売
、
使
用

に
注
意
を
呼
び
掛
け
て
い
ま
す
。

指
定
農
薬
の
う
ち
流
通
お
よ
び
使

用
の
抑
制
指
導
を
行
う
も
の
を
抑

制
指
導
農
薬
（
合
成
ピ
レ
ス
ロ
イ

ド
系
製
剤
、
Ｂ
Ｔ
生
菌
製
剤
な
ど
）

と
し
て
お
り
、
認
め
ら
れ
た
地
域

で
の
み
の
使
用
と
な
り
ま
す
の
で

注
意
が
必
要
で
す
。

問
合
せ
　
農
林
課
農
業
振
興
係
☎

内
線
５
０
１
７

令和２年度 個人情報保護制度実施状況

令和２年度 情報公開制度実施状況

令和２年４月１日から令和３年３月 31日までの実施状況をお知らせします

令和２年４月１日から令和３年３月 31日までの実施状況をお知らせします


